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(57)【要約】
【課題】セメント系硬化材の打設時に磁気シールド材が
移動しないようにし、磁気シールド材同士の磁気的な連
続性を確保する。
【解決手段】セメント系硬化材３を形造る型枠や構造物
２と、補強材５との間に、細巾長尺に形成した磁気シー
ルド材１を、適宜間隔づつ離隔して多数本を配して挟持
し、補強５材とともにセメント系硬化材３の中に埋設す
る。磁気シールド材１がこの補強材５に接触するか、隣
り合う磁気シールド材１の一方の端部を、他方の磁気シ
ールド材１の端部と重ね合わせて磁気的な連続性を確保
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁場を低減する磁気シールド構造であって、
　セメント系硬化材を打設する型枠又は既存構造物と、補強材との間に、
　適宜間隔づつ離隔して多数本の磁気シールド材を配して挟持し、
　セメント系硬化材の中に埋設したことを特徴とする
　磁気シールド構造。
【請求項２】
　磁気シールド材は、細巾長尺の帯状シールド材を複数枚重ねて一体としてあることを特
徴とする
　請求項１記載の磁気シールド構造。
【請求項３】
　磁気シールド材は、磁気を発生させる導電線配置方向に直角に配したことを特徴とする
　請求項１又は２記載の磁気シールド構造。
【請求項４】
　補強材は網筋であることを特徴とする
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の磁気シールド構造。
【請求項５】
　補強材は磁性材料によって形成されており、複数本のうちの少なくともいずれかの磁気
シールド材がこの補強材に接触して、補強材と磁気シールド材の間に磁気が透過すること
を特徴とする
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の磁気シールド構造。
【請求項６】
　補強材は、磁気シールド材の長手方向に連続して配し、磁気シールド材の長手方向に隣
り合う磁気シールド材の一方の端部を、他方の磁気シールド材の端部と重ねるラップ長を
取り、つなぎ合わせたことを特徴とする
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の磁気シールド構造。
【請求項７】
　磁気シールド材として方向性磁気シールド材を使用し、その高透磁率方向を、シールド
材の長手方向と一致させたことを特徴とする
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の磁気シールド構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高い電流に起因する磁気的影響を軽減するための磁気シールド構造に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　電流が流れると磁場が生ずることは知られているが、電車軌道のき電線およびレールの
ように高圧電流が流れる場所には、強い磁場が発生する。
　近年、この磁場で発生する磁気による様々な影響が指摘されている。
　例えば、テレビやパソコンのディスプレイなどの電子ビーム応用機器に影響を及ぼし、
受信や受像の悪化を招くことがある。
　或いは医療精密機器や、電子顕微鏡などの計測機器などの精度にも影響を与えるとも言
われている。
　更には、磁気が人体にも影響を及ぼし、ある種の病気を引き起こす原因ともなっている
との指摘もある。
【０００３】
　このような高圧電流が流れる場所近くでの磁気の影響を低減するため、高い透磁率を有
する磁気シールド材を使用し、磁場の近くに配設することが採用されている。
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　磁気がこの磁気シールド材に収束して通過し、周辺へ流れる磁気を減じて、その影響を
小さくするものである。
【０００４】
　出願人は、特開２００７－２３９３８４号公報にかかる発明を開示している。
　当該発明は、磁気シールド材をコンクリートやモルタルなどのセメント系硬化材の中に
埋設して、防錆処理が不要で、損傷を受けにくい磁気シールド構造としたものである。
　しかしながら、モルタルやコンクリートを型枠などの中へ打設する際に、その重みによ
って磁気シールド材が移動してしまうことがあった。
　そのため、磁気シールド材を、モルタルやコンクリートを補強するための鉄筋や網筋な
どの補強材に結束して移動しないようにして、それからモルタルやコンクリートを打設し
ていた。
　しかしながら、多数本の磁気シールド材を結束するため、その作業手間が膨大で、施工
期間が長くなる要因ともなっていた。
【０００５】
　本発明が他に課題とするのは、磁気シールド材同士の接続である。
　磁気シールド材として採用する珪素鋼板は、通常１８００ｍｍ×９００ｍｍの板材で製
造され、これを１０～１５ｍｍ程度の細巾の帯状材に切断して使用する。
　つまり、その長手方向の長さは最大１８００ｍｍであって、それ以上の長さの磁気シー
ルド材として使用するには、複数本を繋いで使用する必要があった。
　この磁気シールド材同士を磁気的に連続させる適切な手段がなかった。
【特許文献１】特開２００７－２３９３８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　解決しようとする課題は、セメント系硬化材の打設時に磁気シールド材が移動しないよ
うにすることと、磁気シールド材同士の磁気的な連続性の確保である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明にかかる磁気シールド構造は、磁場を低減する磁気シールド構造であって、
　セメント系硬化材を打設する型枠又は既存構造物と、補強材との間に、
　適宜間隔づつ離隔して多数本の磁気シールド材を配して挟持し、
　セメント系硬化材の中に埋設するものである。
　本発明にかかる他の磁気シールド構造は、磁気シールド材は、細巾長尺の帯状シールド
材を複数枚重ねて一体としてある。
　本発明にかかる他の磁気シールド構造は、磁気シールド材を、磁気を発生させる導電線
配置方向に直角に配してある。
　本発明にかかる他の磁気シールド構造は、補強材が網筋である。
　本発明にかかる他の磁気シールド構造は、補強材が磁性材料によって形成されており、
複数本のうちの少なくともいずれかの磁気シールド材がこの補強材に接触して、補強材と
磁気シールド材の間に磁気が透過するものである。
　本発明にかかる他の磁気シールド構造は、補強材が、磁気シールド材の長手方向に連続
して配されており、磁気シールド材の長手方向に隣り合う磁気シールド材の一方の端部を
、他方の磁気シールド材の端部と重ねるラップ長を取り、つなぎ合わせるものである。
　本発明にかかる他の磁気シールド構造は、磁気シールド材として方向性磁気シールド材
を使用し、その高透磁率方向を、シールド材の長手方向と一致させるものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は以上のような構成を有し、次のうちの少なくともいずれか一つの効果を達成す
るものである。
＜ａ＞磁気シールド材は、モルタルやコンクリートなどのセメント系硬化材の中に埋設す
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るため、磁気シールド材の錆付きが防止される。
＜ｂ＞磁気シールド材を、セメント系硬化材を形造る型枠や構造物表面などの支持物と、
補強材との間に配して挟持するため、結束せずともシールド材が移動することがなく、施
工の手間が各段と少なくなり、施工期間を短くすることができる。
＜ｃ＞磁気シールド材として、細巾長尺に形成した磁気シールド材を多数本、適宜間隔づ
つ離して配するため、打設するセメント系硬化材と既存の構造物などが磁気シールド材の
間で連続し、両者の縁切れを生じさせない。
＜ｄ＞補強筋として網筋を使用することにより、適宜間隔離隔させた多数本のシールド材
の上に置くだけで、シールド材を押えることが出来る。
＜ｅ＞補強材は磁性材料によって形成されており、複数本のうちの少なくともいずれかの
磁気シールド材がこの補強材に接触することにより、補強材を経由して電気のように磁気
が流れ、磁気的な連続性を確保することができる。
＜ｆ＞補強材は、長手方向に連続して配し、長手方向に隣り合う磁気シールド材の一方を
他方の磁気シールド材と重ねるラップ長を取ることによって、隣り合う磁気シールド材同
士の磁性的連続性を保つことができる。
＜ｇ＞磁気シールド材として方向性磁気シールド材を使用し、その高透磁率方向を、シー
ルド材の長手方向と一致させることにより、磁気の透磁率が更に向上して、より良いシー
ルド効果を得ることができる。
【実施例１】
【０００９】
＜１＞　磁気シールド材
　磁気シールド材１としては、透磁率が高く保磁力が小さい材料によって形成してあり、
例えば珪素鋼板やパーマロイなど、磁気シールド材１として使用されている材料が広く採
用できる。
　磁気シールド材１の形状は、様々な形状が採用可能であるが、本発明ではモルタルやコ
ンクリートの中に埋設するため、それら打設したセメント系硬化材が、回り込むように細
巾で、長尺の形状が好適である。
　従って、棒状や帯状の形状が採用できるが、一般に材料となる珪素鋼板は、その大きさ
が１８００ｍｍ×９００ｍｍで、厚さが０．３ｍｍ程度の板材として製造されるので、こ
れを幅１０～１５ｍｍ程度の細長い帯状に切断して、それら細長い磁気シールド材１を複
数枚を重ねて接着テープなどによって一体の棒状にして使用する。
　磁気シールド材１として、製造時に丸棒や角棒状に形成してあるものも、同様に使用可
能である。
　磁気シールド材１として、その長手方向が高透磁率方向となる方向性磁気シールド材を
使用することもある。
【００１０】
＜２＞　支持物
　以上の磁気シールド材１を、型枠内や、ボックスカルバート、高架橋、その他既存の構
造物などの表面に沿って配置する。
　実施例はボックスカルバート２の上に保護層として保護モルタル３を施工する際に、シ
ールド施工した実施した例である。
　ボックスカルバート２の上にその長手方向に対して直交する方向に磁気シールド材１を
延ばし、ボックスカルバート２の長手方向に適宜間隔づつ離して多数本を並べる。
　磁気シールド材１は、養生テープ４によって仮止めしておく。
【００１１】
＜３＞　補強材
　セメント系硬化材３を補強するための補強材５を、ボックスカルバート２、磁気シール
ド材１の上に配置し、磁気シールド材１を挟み込むようにする。
　補強筋５としては、通常の鉄筋を現場で配筋してもよいが、鉄筋を縦横に交差させて工
場にて溶接した網筋６を使用することもある。
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　補強材５も磁気シールド材１もセメント系硬化材の中に埋設するため、その下に回り込
み易いよう、補強材５は多数空隙がある方が好適であり、網筋６などの材料が好適である
。
　網筋６であれば、現場で磁気シールド材１の上に置くようにするだけで、ボックスカル
バート２との間に、磁気シールド材１を挟み込むことが可能である。
【００１２】
＜４＞　セメント系硬化材
　ボックスカルバート２の上に保護モルタル３を打設する。
　網筋５の下側にも、その網目を通してモルタル３が流れ込むが、網筋５とボックスカル
バート２との間に磁気シールド材１を挟み込んでいるため、磁気シールド材１がその重み
よって流されたり移動したりすることはない。
　磁気シールド材１は、細巾長尺のものを多数本使用するため、モルタル３が磁気シール
ド材１の間にも回り込んで、モルタル３と既存の構造物２との縁が切れるようなことがな
い。
【００１３】
＜５＞　軌道
　保護モルタル３の上にレール７を敷設して、軌道とする。
　軌道の進行方向は、ボックスカルバート２の長手方向であり、つまりは、磁気シールド
１の長手方向は、それに対し直交することになる。
【実施例２】
【００１４】
＜６＞　間隔保持材
　モルタルやコンクリートを補強筋５と支持物との間に回り込ませるための間隔保持材と
して、磁気シールド材１を兼用することもある。
　軌道躯体８の上に磁気シールド材１を設置し、その上に載せるように、補強材５を設置
する。
　磁気シールド材１の厚みｔを、その重ねる枚数を調整することで、一定以上の厚みｔと
し、補強筋５を保護モルタル３などの支持物から間隔を空ける。（図２・図３）
【実施例３】
【００１５】
＜７＞　磁気シールド材断面積
　図３に示すのは、多数本の磁気シールド材１の全ての断面積を同じにしたものである。
　幅が狭い磁気シールド材１はより多くの枚数を重ね、幅が広い磁気シールド材１は、よ
り少ない枚数を重ね、断面積を同じにしたものである。
　このように全ての磁気シールド材１の断面積を同じにすることで、一部の磁気シールド
材１に磁力線が集中することなく、シールドした全体において万遍無くシールド性能を得
ることができる。
　実施例では、重ねた枚数を多くした磁気シールド材１は、補強材５の間隔保持材として
兼用している。
【実施例４】
【００１６】
　　図４に示すのは、５ｍ幅のコンクリート造の軌道躯体８の上面幅方向一杯をシールド
する例であり、１８００ｍｍの長さｌの磁気シールド材１を３本隣り合わせて並べ、その
隣り合う一方のシールド材１の端部を、他方のシールド材１の端部と２００ｍｍづつ重ね
代ｒとして重ねた場合である。
　方向性珪素鋼板の場合、その高透磁率方向に平行に幅２０ｍｍの細巾長尺に形成した磁
気シールド材１を５枚重ねて一体とした場合、少なくとも２００ｍｍのラップ長を取り、
磁気シールド材１をつなげば、１本の磁気シールド材１と同じ効果が得られる。
　重ねた部分は、図５に示すように網筋６の網目に逃すことが出来る。
【実施例５】
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　図６に示すのは、隣り合う磁気シールド材１・１の端部を離隔させてあるが、磁気シー
ルド材１・１は、磁気が透過する磁性材料である網筋６に接触してあるため、その磁性材
料を経由して磁気的に連続して透磁性を確保できる。
【実施例６】
【００１８】
　以上の実施例は、磁気シールド材１を水平に敷設する場合であるが、壁などのように支
持物が起立したり傾斜したような場合でも、磁気シールド材１を壁に沿って張り、その上
から補強材５によって押さえつけるように配することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施例の斜視図
【図２】一実施例の縦断面図
【図３】他の実施例の縦断面図
【図４】本発明を実施した軌道の横断面図
【図５】他の実施例の一部横断面図
【図６】他の実施例の一部横断面図
【符号の説明】
【００２０】
１：磁気シールド材
２：ボックスカルバート
３：保護モルタル
４：養生テープ
５：補強材
６：網筋
７：レール
８：軌道躯体
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